
　  給水装置開栓申込書　　　　　　　様式第２号　

　　給水装置工事使用材料明細　　 　様式第６号

　　承諾書関係書 様式第７号

　　給水装置台帳（しゅん工届） 様式第１０号

　　給水装置工事申込書 様式第５号

仮受付

（確認） （手数料・加入金）

設計（書類）検査 　様式第８号　　給水装置工事しゅん工検査願

市（担当職員）現地立会

　　給水装置工事実施兼検査願 様式第８号　

     給水装置設置工事確認表 確認表

　　給水装置台帳（しゅん工届） 様式第10号 

　給水装置設置工事写真

竣工（現場）検査

現場主任技術者
立会

　様式第２号　給水装置開栓申込書　　　　　　　　　　お客さまサービス係へ

　  　竣工検査完了時に使用者及び使用時期等が確定又は未確定の場合。

  １　確定の場合

　　 使用者の要望により開栓を行う。

　２　未確定の場合

30

開栓申込書
（記載事項確認）

お客さまサービス係
に提出

　（データ－登録）
　メーター番号

      閉栓をし、現在水道が閉栓中であることを通知文（吊り札）でお知らせし、後日使用者

　　　から開栓依頼を受けた後開栓作業を行う。

給　　水　（使　用）　開　　始

本受付
受付番号
水栓番号

（引込・臨時・新
設・改造等）

   納付

工事施行承認

給水装置引込工事
（給水管分岐）

等施工

道路占用・掘削・使用の許可手続きを行い承認を受ける

施工立会日程申込み表に記入

 道路占用・掘削・使用許可提示（写し提出）

検査願等
書類作成

竣工（現場）検査

メーター貸出し

検査の日程・時間を
施工業者に通知

（給水条例施行規則第３８条２により、工事の申込みから１５日
以内に加入金を納付しない場合は、申込を取消したものとする。）

申請書作成
   提出

（書類審査） 一週間程度    発行
納付書

（３）給水装置工事の申込み手
順

給 水 装 置 設 置 施 行 主（使用者）

（表１９）
水道課の対応 施工業者の業務

施工業者
（市指定給水装置

工事事業者）

改定前

提出



　  給水装置開栓申込書　　　　　　　様式第２号　

　　給水装置工事使用材料明細　　 　様式第６号

　　承諾書関係書 様式第７号

　　給水装置台帳（しゅん工届） 様式第１０号

　　給水装置工事申込書 様式第５号

仮受付

（確認） （手数料・加入金）

設計（書類）検査 　様式第８号　　給水装置工事しゅん工検査願

市（担当職員）現地立会

　　給水装置工事実施兼検査願 様式第８号　

     給水装置設置工事確認表 確認表

　　給水装置台帳（しゅん工届） 様式第10号 

　給水装置設置工事写真

竣工（現場）検査

現場主任技術者
立会

　様式第２号　給水装置開栓申込書　　　　　　　　　　サービス係へ

　  　竣工検査完了時に使用者及び使用時期等が確定又は未確定の場合。

  １　確定の場合

　　 使用者の要望により開栓を行う。

　２　未確定の場合

（給水条例施行規則第３８条２により、工事の申込みから１５日
以内に加入金を納付しない場合は、申込を取消したものとする。）

施工業者
（市指定給水装置

工事事業者）

（３）給水装置工事の申込み手
順

給 水 装 置 設 置 施 行 主（使用者）

（表１９）
水道課の対応 施工業者の業務

申請書作成
   提出

（書類審査） 一週間程度    発行
納付書

施工立会日程申込み表に記入

 道路占用・掘削・使用許可提示（写し提出）

検査願等
書類作成

竣工（現場）検査

改定後

給　　水　（使　用）　開　　始

30

メーター貸出し

検査の日程・時間を
施工業者に通知

開栓申込書
（記載事項確認）

サービス係に提出
　（データ－登録）

　使用者氏名・住所及び
メーター番号等

      閉栓をし、現在水道が閉栓中であることを通知文（吊り札）でお知らせし、後日使用者

　　　から開栓依頼を受けた後開栓作業を行う。

本受付
受付番号
水栓番号

（引込・臨時・新
設・改造等）

   納付

工事施行承認

給水装置引込工事
（給水管分岐）

等施工

道路占用・掘削・使用の許可手続きを行い承認を受ける

提出


